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七
世
紀
の
宮
都
木
簡

七
世
紀
の
本
簡
が
初
め
て
発
見
さ
れ
た
の
は
奈
良
県
の
藤
原
官
跡
で
、
昭
和

四

一
年
度
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
出
土
に
よ
り
大
宝
令
施
行
以
前
の
文

書
行
政
や
地
方
制
度
な
ど
が
明
ら
か
と
な
り
、
郡
評
論
争
に
終
止
符
を
打
つ
な

ど
し
、
古
代
史
学
界
に
と
っ
て
木
簡
の
出
土
は
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
，

そ
れ
以
後
、
現
在
ま
で
の
約
三
〇
年
の
間
に
出
土
例
は
増
加
し
て
お
り
、
最
近

で
も
飛
鳥
京
跡
や
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
多
量
の
木
簡
の
出
土
を
み
る
な
ど
、
七
世

紀
の
宮
都
木
簡
の
研
究
は
今
後
も
大
い
に
期
待
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
人
世
紀
の
木
簡
に
つ
い
て
は
非
常
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、

木
簡
研
究
に
お
い
て
最
も
進
歩
し
た
時
代
と
い
え
る
が
、
七
世
紀
の
木
簡
に
関

し
て
は
律
令
の
よ
う
に
基
準
と
な
る
史
料
や
、
正
倉
院
文
書
の
よ
う
に
比
較
す

べ
き
史
料
も
な
い
た
め
か
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
木
簡
論
と
し
て
七
世
紀

の
木
簡
を
扱

っ
た
主
な
論
考
と
し
て
は
、
岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
、
同

「白
髪
部
五
十
戸
の
貢
進
物
付
札
」
、
早
川
庄
八

「公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
、

鶴

見

泰

東
野
治
之

「木
簡
に
現
れ
た

『某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い

（４
）
て
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
七
世
紀
の
本
簡
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
と
し

て
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
宮
木
簡

一
』
解
説
付
章
な
ど
も
あ
り
、
こ

れ
ら
の
諸
論
考
で
七
世
紀
の
木
簡
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
点
は
あ
げ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
公
に
さ
れ
た
後
に
も

多
数
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
新
し
い
木
簡
も
含
め
て
も
う

一
度
七
世

紀
の
宮
都
木
簡
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
全
体

を
概
観
し
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
木
簡
は
七
世
紀
、
す
な
わ
ち
大
宝
令
施
行
以
前

の
も
の
で
あ
る
が
、
七
世
紀
の
官
都
に
関
わ
る
木
簡
の
出
土
遺
跡
と
し
て
は
、

藤
原
宮
跡
、
飛
鳥
京
跡
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
出
土
遺
跡
に
よ
っ
て
木
簡

は
大
き
く
三
時
期
に
区
分
で
き
る
。
最
初
の
も
の
は
奈
良
県
で
調
査
し
て
い
る

飛
鳥
京
跡
の
下
層
遺
構

（Ⅱ
期
）
で
、
七
世
紀
中
頃
に
あ
た
り
、
板
蓋
宮
跡
に

比
定
さ
れ
て
い
術
ド
次
が
飛
鳥
京
跡
の
上
層
遺
構

（Ⅲ
期
）
で
、
後
岡
本
宮

・

浄
御
原
宮
に
比
定
さ
簡
）
天
武

・
持
統
朝
を
中
心
に
木
簡
が
出
土
す
る
。
浄
御

原
宮
期
後
半
段
階
と
重
な
る
時
期
の
も
の
に
藤
原
宮
内
先
行
条
坊
と
よ
ば
れ
る

は

じ

め

に

寿
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遺
構
が
あ
る
。
こ
れ
は
藤
原
宮
の
造
営
に
先
立
っ
て
施
行
さ
れ
た
条
坊
の
遺
構

で
、
天
武
朝
末
年
か
ら
藤
原
官
造
営
直
前
ま
で
の
期
間
に
限
定
さ
れ
る
。
最
後

の
段
階
が
藤
原
宮
で
、
こ
の
宮
室
は
六
九
四
年
か
ら
七

一
〇
年
頃
ま
で
存
続
し
、

大
宝
令
施
行
の
前
後
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
人
世
紀
初

頭
の
木
簡
も
検
討
対
象
と
し
た
。
こ
の
ほ
か
宮
都
に
関
す
る
木
簡
と
し
て
、
山

田
寺
や
坂
田
寺
、
飛
鳥
池
遺
跡
な
ど
宮
都
周
辺
の
遺
跡
出
土
の
も
の
が
あ
る
。

七
世
紀
の
宮
都
木
簡
に
つ
い
て
は
人
世
紀
の
も
の
と
同
様
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
文
書

・
付
札

。
そ
の
他

に
分
類
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

１
　
前
白
木
簡

七
世
紀
の
文
書
木
簡
と
い
え
ば

「前
白
木
簡
」
が
最
も
特
徴
的
で
あ
り
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「某
の
前
に
自
す
」
「御
前
に
申
す
」
と
い
う
表
現

が
み
ら
れ
る
文
書
木
簡
で
、
単
に

「白
す
」
「申
す
」
と
す
る
も
の
や

「某
の

前
」
と
だ
け
表
現
す
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
表
現
と
併
用
し
て
、

「恐
々
」
「恐
々
謹
」
「恐
々
謹
々
頓
首
」
な
ど
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の

も
多
く
あ
る
。
前
白
木
簡
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
次
に
掲
げ
続
ド

①

。
「法
忽
師
前

小
僧
吾
自

啓
者
我
尻
坐
□
上
国

。
「　
　
　
僧
□
者
　
　
五
百
□
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
五
二
五

(4)(8)(7)l10 11⑨

「御
官
若
子
御
前
恐

ゝ
謹
□
×

「末
〔剛
酔
配
命
坐
而
自
知
何
故

「卿
等
前
恐
謹ゝ
解〔酢
ビ
ロ

「卿
（
受
給
請
欲
止
申

御
門
方
大
夫
前
自
上
毛
野
殿
被
賜

□
□
□
□
口
□
□
□
□
□

「
恐

ゝ
受
賜
申
大
夫
前
筆

「
暦
作

一
日
二
赤
万
呂

「　
　
　
　
但
鮭
者
速
欲
等
云
□
□

「
以
上
博
士
御
前
白
　
宮
守
官

膳
職
白
主
菓
餅
申
解
解

「恐

ゝ
謹

ゝ
頓
首

「受
賜
」
瑠

〔
丞
〕

「□
大
夫
前
白
今
日
日

〔
許
〕

「□
可
賜
哉
　
使
日

「御
前
申
薪
二
東
受
給
」
〔行
ヵ
〕

「某
採
司
謹
白
奴
□
嶋
逃
□
□

〔以
前
ヵ
〕

「
別
申
病
女
□
□
如
□〔天
ヵ
〕

「
頓
首
天
下
達
…
□
□
下
急
」

藤
原
　
史
料
六

一
三

藤
原
　
史
料
八

藤
原
　
史
料
九

藤
原
　
史
料

一
一

藤
原
　
史
料
四
六
六

藤
原
　
県
報
二

一

藤
原
　
県
報

一
一
一

藤
原
　
県
概
三

一

藤
原
　
県
概
三
二

藤
原
　
概
報
八

藤
原
　
概
報

一
二

飛
鳥
池
　
現
説

〔
召
ヵ
〕

「速
可
罷
処
在
故
日
中
之
…
□
被
賜
菓
」

０
　
「
＜
大
徳
御
前
頓
首
□



⑭

。
「恐

ゝ
敬
申
　
院
堂
童
子
大
人
〔肋
肥
得
〔酔
〕
〕

。
「故
万
病
膏
神
明
膏
右
□

一
受
給
申

縮
釧
報
」
　

飛
鳥
池
　
現
説

ω

。
「受
被
給
薬
矩
麺
断
両一
升
右
到
群

一
両
　
　
」

名
多
治
麻
内
親
王
宮
政
人
正
人
位
下
陽
胡
甥
」
　

藤
原
　
県
報
七
五

⑭
　
「弾
正
一量
笠
吉
麻
呂
請
根
大
夫
前
剤
醇
丁一
圧
餓
」

藤
原
　
県
報
七
七

側

Ｌ
謹

啓

今

忽

有

用

所

故

醤
」

。
「及
末
醤
欲
給
恐

ゝ
謹
請
　
馬
寮
」
　
　
　
　
　
藤
原
　
概
報
工

ま
ず
前
白
木
簡
の
授
受
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
い
は

「小
僧
」
か
ら

「法
忽
師
」
へ
出
さ
れ
た
も
の
、
⑥
は

「宮
守
官
」
か
ら

「博
士
」
へ
出
さ
れ

た
も
の
、
⑭
は

「膳
職
」
が
出
し
た
も
の
、
的
は

「大
徳
」
へ
出
さ
れ
た
も
の
、

⑭
は
大
宝
令
施
行
直
後
の
も
の
に
な
る
が
、
弾
正
台
の
笠
吉
麻
節
〆
根
大
夫
の

と
こ
ろ
へ
薬
物
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
根
大
夫
は
典
薬
寮
に
関

係
す
る
官
司
の
官
人
で
あ
ろ
蒟
¨

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
ま
ず
官
人
、
僧
侶
な
ど
幅
広
い
階
層
で
前
白
木
簡
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
差
出
と
宛
先
と
の
間
に
所
管
―
被
管

の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
例
え
ば
⑮
が

弾
正
台
の
官
人
か
ら
典
薬
寮
関
係
の
官
人
へ
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
上

で
は
上
下
の
関
係
に
は
な
い
役
所

（
の
官
人
）
同
士
で
も
授
受
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
り
、
公
式
令
を
適
用
す
る
な
ら
ば
解
式
で
は
な
く
移
式
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
前
白
木
簡
の
授
受
関
係
が
必
ず
し
も
職
務

上
の
上
下
関
係
の
み
に
規
制
さ
れ
て
は
い
な
い
点
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
∽
は
前
白
木
簡
で
は
な
い
が
、
馬
寮
が
某
官
司
に
調
味
料
を
請
求
し
た

も
の
で
あ
る
。
左
右
の
区
別
が
な
く
単
に

「馬
寮
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
、

供
伴
す
る
付
札
木
簡
は
国
郡
里
制
下
の
も
の
で
あ
り
、
書
風
も
藤
原
宮
出
土
木

簡
の
中
で
は
比
較
的
シ
ャ
ー
プ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
人
世
紀
に
入
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
「謹
啓
」
「謹
請
」
な
ど
と
あ
り

一
見
し
て
上
申
文
書
で
あ
る

が
、
左
右
馬
寮
を
監
督
す
る
官
司
は
な
く
、
食
料
品
を
司
る
官
司
と
の
間
に
も

上
下
関
係
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
木
簡
も
い
と
同
様
に
統
属
関
係
の
な
い

官
司
間
で
の
物
品
請
求
の
上
申
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
文
書
様
式
に
対
す

る
公
式
様
文
書
と
の
概
念
の
違
い
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
白
木
簡
は
上
申
文
書
に
区
分
さ
れ
、
こ
れ
が
大
宝
令
以
後
、
公
式
令
解
式

に
つ
な
が
る
も
の
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
続
¨
解
式
は
下
級
官
司
か
ら
上
級

官
司
へ
あ
て
た
文
書
様
式
で
あ
続
．　
一
方
で
前
白
木
簡
の
場
合
に
は
上
下
の
関

係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
無
論
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
授
受
関
係
は

必
ず
し
も
上
下
の
関
係
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
的
の
よ
う
な
場

合
、
差
出
と
宛
先
の
両
者
の
間
に
は
行
政
上
の
上
下
関
係
は
な
い
。
差
出
側
で

あ
る
弾
正
台
笠
吉
麻
呂
が
、
宛
先
で
あ
る
根
大
夫
す
な
わ
ち
典
薬
寮
に
関
わ
る

と
推
定
さ
れ
る
官
司
か
ら
薬
物
を
頂
戴
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
場

面
に
お
い
て
は
物
品
を
支
給
す
る
側
と
請
求
す
る
側
と
の
間
で
臨
時
に
上
下
関

係
が
成
立
し
、
文
書
の
発
給
者
は
物
を
も
ら
う
立
場
に
あ
る
た
め
に
、
文
書
に

へ
り
く
だ
っ
た
表
現
を
用
い
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
表
現
上
は
上
申
文
書
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●
あ
つ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
上
級

・
下
級
官
司
間
で
使
用
さ
れ
る
公
式

令
解
式
と
は
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
七
世
紀
の
前
白
木
簡

が
入
世
紀
の
解
式
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

差
出
者
名
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
記
さ
ず
文
章
中
に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
例
が
多
く
、
発
信
者

・
宛
先
を
記
す
順
序
や
記
載
の
有
無
に
つ
い
て
は
特

に
決
ま
り
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
定
ま
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
文
体
は
簡
単
な
表
現
の
も
の
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。
「受
給
」
「受

賜
」
「被
賜
」
な
ど
の
用
語
が
特
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
木
簡
の
内
容

と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
に
関
し
て
は
、
「受
給
」
な
ど
の

用
語
が
多
い
点
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
物
品
の
請
求
が
多
数
を
占
め
、
次
い
で

多
い
の
が
上
位
者
に
紺
し
て
の
報
告
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
白
木
簡
は
日
付
を
記
し
た
も
の
が
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
い
点
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
前
白
木
簡
の
起

源
を
回
頭
伝
達
に
求
め
る
立
場
に
立
て
ば
口
頭
伝
達
に
は
本
来
日
付
は
存
在
し

（
・３
）

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
前
白
木
簡
の
起
源
を
中
国
な
ど
の
文
書
の
影

響
と
考
え
る
立
場
だ
と
ま
た
別
の
考
え
方
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ

で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
日
付
を
記
し
た
文
書
木
簡
が
皆
無
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、

平
城
宮
な
ど
入
世
紀
の
木
簡
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
人
世
紀
の
木
簡

の
多
く
に
日
付
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
宝
公
式
令
に
よ
り
規
定
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
う
し
た
様
式
上
の
点
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
藤
原
宮
段
階
ま
で
の
文
書
木
簡
は
、
基
本
的

に
は
日
付
が
な
く
て
も
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
日
付
が
な
く
と
も
行
政
処
理
上
は
不
都
合
が
生
じ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
白
木
簡
を
受
け
取
っ
て
物
品
を

支
給
し
た
時
点
で
す
ぐ
に
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
付
は
必
要
と
さ
れ

ず
、
別
に
作
成
さ
れ
た
出
納
記
録
に
日
付
を
記
し
て
お
け
ば
用
は
足
り
る
。
報

告
を
行
な
う
前
白
木
簡
の
場
合
に
も
、
報
告
内
容
が
伝
達
さ
れ
た
時
点
で
木
簡

の
役
目
が
果
た
さ
れ
不
要
と
な
り
処
分
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
日
付
は

不
必
要
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
木
簡
が
後
の
業
務
記
録
な
ど
の（‐５
）

目
的
で

一
定
期
間
保
管
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
日
付
が
な
い
と
用
を
な
さ
な
い
。

文
書
木
簡
の
日
付
の
有
無
は
、
行
政
処
理
の
問
題
や
紙
の
文
書
と
の
使
い
分
け
、

木
簡
の
廃
棄
処
分
の
方
法
な
ど
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
嘘
）
今
後
の
課
題

と
な
ろ
う
。

２
　
そ
の
他
の
文
書
簡

前
白
木
簡
以
外
の
文
書
木
簡
に
つ
い
て
は
、
召
文
木
簡
や
下
達
文
書
の
木
簡

が
あ
る
。

⑬
　
「召
舎
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
日
香
風
　
一
七

⑬
　
「陶
官
召
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
五
二
三

⑩
・　
□〔酌こ躙枢廟嶋
様獅脚
羽
」

。
人
人
比
急
召
□
而
可
入
食
〔動
配
甚

□
□
首
呆
安
　
多
」
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
五
二
九
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ぶ
ツ
め
〕

ハ
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ん
峰ω

か

は
下
達

と
し
て

内
先
行

り
詳
し

「弥
努

〔
王
鶴
勤
″
脚
婢

二
庭

「
　
　
『□
□
□
□
』

『
□
□

使
部
使
□
□
□
□
連
連
連

ヨ
ロ□
　
符
処

ゝ
塞
職
等
受
×

□
』

「
　
　
常
僧
　
師
首

　

僧
□

常
僧
　
　
　
　
　
　
市
□

常

　

薬
　
薬
首
市
僧
□

□
　
詔
大
命
子
伊
奈
止
申
者
×

〔安
ヵ
〕

頂
請
申
　
使
人
和
□
口

藤
原
　
県
報
七
八

藤
原
　
史
料

一
二

藤
原
　
概
報
六

「詔

軽

阿

比

古

果

安
」

「ホ
刀
相
諸

ゝ
人

ゝ
　
鮒
蹴
恥
陀
」
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
四
五
〇

大
神
卿
宣
　
肱
帷
田
団

犬
上
（
支
田
女
　
右
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
概
報
六

□
御
命
受
止
食
国
々
内
憂
白
」

〔
御
命
己

□
止
詔
大
□
□
子
諸
聞
食
止
詔
」
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
県
報

一
一
二

ら
⑭
は
召
文
木
簡
、
働
は
解
、
②
、
⑭
、
何
は
下
達
文
書
で
あ
る
。
④

文
書
で
は
な
い
が
、
「詔
」
「大
命
」
な
ど
と
み
え
て
い
る
の
で
、
参
考

掲
げ
て
お
い
た
。
⑬
は
飛
鳥
京
跡
上
層
遺
構
出
土
、
⑩
と
い
は
藤
原
宮

条
坊
出
土
の
も
の
で
あ
る
。
召
文
木
簡
に
つ
い
て
は
鬼
頭
清
明
氏
に
よ

く
検
討
さ
れ
て
お
崎
、）
奈
良
時
代
の
召
文
の
起
源
が
天
武
朝
に
遡
る
可

能
性
の
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

右
に
あ
げ
た
下
達
文
書
は
い
ず
れ
も
藤
原
宮
出
土
の
も
の
で
、
「符
」
「詔
」

「宣
」
な
ど
の
用
語
が
見
ら
れ
る
。
⑭
は
公
式
令
詔
書
式
と
は
用
法
の
違
う
も

の
で
、
い
と
と
も
に

「
ノ
ル
」
を
漢
字
で
表
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
勇
¨
こ
の
よ

う
な
用
字
は
長
屋
王
家
木
簡
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
平
城
遷
都
後
も
し
ば
ら

く
は
残
っ
た
ら
し
い
。
②
の

「符
」
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。

ま
た
、
藤
原
宮
か
ら
は
∞
の
よ
う
に
宣
命
を
記
し
た
木
簡
も
出
土
し
て
お
り

注
目
さ
れ
る
。
上
端
は
折
損
し
、
両
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
助
辞
を

他
の
文
字
と
同
じ
く
大
書
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
内
容
か
ら
文
武

。
元

明
の
譲
位
の
宣
命
に
関
す
る
も
の
と
す
る
考
え
も
あ
続
¨
た
だ
し
ヽ
短
冊
の
片

面
に
し
か
文
字
の
記
さ
れ
な
い
後
世
の
宣
命
簡
と
は
使
用
の
さ
れ
方
が
異
な
っ

て
お
り
、
こ
の
木
簡
が
何
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

３
　
七
世
紀
の
文
書
木
簡
の
様
式
に
つ
い
て

八
世
紀
の
公
文
書
の
書
式
は
公
式
令
に
い
ち
お
う
規
定
が
あ
る
が
、
そ
れ
に

先
行
す
る
七
世
紀
の
文
書
様
式
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
少
し
考
え
て
み
た
い
。
藤

原
宮
出
土
木
街
に
は

「解
」
「移
」
「符
」
の
よ
う
に
公
式
令
に
規
定
の
あ
る
用

語
の
見
え
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
ず

「符
」
と
す
る
も
の
は
②
で
、
「処
々
の
塞
職
ら
に
符
す
」
と
あ
る
。

七
世
紀
の
官
司

・
官
職
名
は

「○
○
ノ
ツ
カ
サ
」
と
称
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
木
簡
も

「塞
職
」
と
み
え
、
七

世
紀
に
遡
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
な
�
ド
た
だ
、
こ
の
本
簡
は
藤
原
宮
北
辺



七世紀の宮都木簡

外
一尿
Ｓ
Ｄ

一
四
五
よ
り
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
出
土
し
た
も
の
に

は
辛
卵
年

全
ハ
九
こ

か
ら
大
宝
三
年

（七
〇
一影

ま
で
あ
る
の
で
人
世
紀
に
下

が
る
可
能
性
も
あ
り
、
い
ず
れ
の
も
の
か
は
判
断
し
が
た
い
。

次
に

「解
」
と
す
る
も
の
は
①
、
⑭
、
側
の
３
つ
が
あ
る
。
ま
ず
①
は

「卿

等
前
恐
々
謹
解
」
と
あ
る
。
公
式
令
で
は

「差
出
官
司
名
十
解
」
と
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
最
初
に
宛
先
が
書
か
れ
、
さ
ら
に

「恐
々

謹
」
と
あ
る
の
で
、
公
式
令
と
は
全
く
異
な
る
用
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
木
簡
の
作
成
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
式
令
に
は
適
合
し
て
お
ら
ず
、

「解
」
は
や
は
り

「
モ
ウ
ス
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
０
は
冒
頭
の
膳
職
の
文
字
の
上
に
や
や
空
白
が
あ
り

「大
膳
職
」

と
は
な
ら
な
い
の
で
、
膳
職

（カ
シ
ワ
デ
ノ
ツ
カ
サ
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
七
世

紀
代
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ

「主
菓
餅
」
は
宮
内
省
大
膳
職
に

お
か
れ
た
主
菓
餅

（ク
ダ
モ
ノ
ノ
ツ
カ
サ
）
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
こ

（２‐
）

の
木
簡
も
七
世
紀
か
人
世
紀
か
の
区
別
は
明
ら
か
で
な
い
。
い
の
弥
努
王
等
解

は
公
式
令
に
ほ
ぼ
則
っ
た
か
た
ち
で
記
さ
れ
て
お
り
、
人
世
紀
の
も
の
と
み
て

（２２
）

差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「移
」
と
す
る
も
の
に
は
藤
原
宮
出
土
木
簡
に

「中
務
省
移
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
煽
）
こ
れ
は
明
ら
か
に
人
世
紀
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
七
世
紀
と
も
八
世
紀
と
も
区
別
の
つ
か
な
い
も
の
が
大
半

で
あ
る
が
、
か
り
に
七
世
紀
と
し
て
も
、
こ
れ
は
文
書
様
式
の
規
定
に
よ
る
も

の
か
、
あ
る
い
は
用
語
の
み
を
先
行
使
用
し
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

公
式
令
の
符

・
解

・
移
な
ど
の
公
文
書
の
様
式
は
、
授
受
を
行
な
う
官
司
間

の
関
係
を
文
書
の
様
式
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
省

・
職

。
寮

・
司
な
ど

の
よ
う
な
官
司
間
の
上
下

・
平
行
関
係
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
初
め
て
意
味
を

持
つ
。　
一
方
、
浄
御
原
令
制
下
の
官
制
を
み
る
と
、
官
司
は
い
ず
れ
も

「○
○

ノ
ツ
カ
サ
」
の
名
称
で
、
基
本
的
に
は
横
並
び
で
あ
り
体
系
的
な
統
属
関
係
は

う
か
が
わ
れ
な
い
。
あ
っ
た
に
せ
よ
大
宝
令
以
後
の
も
の
と
は
違
い
、
緩
や
か

な
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
続
．
そ
の
よ
う
な
未
発
達
な
官
僚
機
構
に
お

い
て
は
、
公
式
令
の
よ
う
な
文
書
様
式
の
規
定
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
書
式
の
規
定
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
有
効
に
運
用
し

う
る
系
統
的
な
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
書
の
授
受
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
七
世
紀
と
人

世
紀
と
で
は
質
的
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
文
書
木
簡
の
違

い
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
口
、
⑫
の

よ
う
に
、
人
世
紀
初
頭
に
作
成
さ
れ
た
文
書
木
簡
で
、
公
式
令
に
従
う
な
ら
ば

「移
」
と
さ
れ
る
べ
き
文
書
が
い
ず
れ
も
七
世
紀
の
影
響
を
引
き
ず
っ
て
上
申

文
書
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
一　
記
　
　
録
　
　
簡

授
受
関
係
の
な
い
記
録
簡
も
七
世
紀
に
は
種
々
み
ら
れ
る
。
記
録
簡
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
い
か
ら
⑭
ま
で
あ
げ
て
お
く
。
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回□ 「暮

〔肇

団
咄
咽
則

〔倉
〕

〔
別
〕

「邑

降
隔
□

藤
原
　
県
報
四
九

「廿
五・１歌酔龍
側嶽詠
呂
掛批″
基廿
七
タ
ム
人
・１期應
卦視□末
呂

１
口
日

日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔伯
ヵ
〕
」

「
十
七
日
之
申
ム
人
　
「
雌
］
舎連首
〔叫
蚊
す
嶋
　
　
　
１
剛
嚇
磐
対
咄
卿
」

藤
原
　
県
概
三
〇

未
日
　
　
　
　
　
申
日

一蜘瑯脚嚇〕巾噸ｍ蜘権噂六斤〔酔己　　　　　原　県報一〇八

又
十

一
月
廿
二
日
糸
十
斤
出

受
中
□
　
　
　
　
飛
鳥
池
　
現
説

「本
草
集
注
上
巻

「黄
呑
二
両
■
白
正
三
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
県
報
七
四

「漏
底
湯
方
漏
慮
二
両
升
麻
二
両
黄
呑
二
両
大
黄
二
両
根
実
二
両

白
袋
一
一両
白
微
一
一両
夕
薬
．
一両
甘
草
一
一両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「麻
黄
二
両
漏
底

新
家
親
王
　
湯
方
兎
糸
子
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
草
」

藤
原
　
県
報
六
九

十
五
十
五

小
建
　
多
吾
企
師
子
久
」
　

　

　

藤
原
　
県
報
二
四

⑬
　
仕
日
二
〔百旧
訥
　
□
口

藤
原
　
史
料
五
三
二

側
　
夜
五
十
五
　

（右
卜
同

一
簡
力
）
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
史
料
工
三
三

記
録
簡
は
こ
れ
以
外
に
も
多
種
あ
る
が
、
こ
こ
に
掲
出
し
て
い
る
の
は
ご
く

一
部
で
あ
る
。
内
容
は
、
勤
務
者
の
歴
名
、
い
は
勤
務
の
交
代
に
関
す
る
も
の
、

働
は
用
途
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
名
前
を
記
し
更
に
チ
エ
ッ
ク
を
行
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
出
納
記
録
と
し
て
は
、
い
は
酒
の
出
納
記
録
で
、
日
毎
に

酒
の
支
出
先
と
分
量
と
を
記
し
た
も
の
、
い
は
飛
鳥
寺
に
関
す
る
も
の
で
、
糸

の
出
納
記
録
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
⑩
、
①
の
よ
う
に
薬
の
処
方
を
書
き
記
し
た

も
の
や
、
⑫
か
ら
⑭
の
よ
う
に
勤
務
評
定
な
ど
に
関
す
る
カ
ー
ド
な
ど
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
利
用
法
は
い
ず
れ
も
平
城
宮
本
簡
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
記
録
簡
の
基
本
的
な
用
法
は
七
世
紀
末
か
ら
人
世
紀
初
頭
頃
ま
で
に
は
だ

い
た
い
確
立
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
記
録
簡
は
、
年
紀
の
な
い
限
り

七
世
紀
と
八
世
紀
の
区
別
を
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
記
録
簡

と
い
う
も
の
が
そ
の
用
途
に
応
じ
た
か
た
ち
で
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
書

の
書
式
な
ど
に
と
ら
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
人
世
紀
と
の
違
い

が
表
に
は
現
れ
て
こ
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
前
白
木
簡
な
ど
と
比
較
し
て

年
月
日
の
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
は
記
録
簡
に
と
っ
て
日
付
が
重
要
で
あ
る

た
め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
七
世
紀
代
に
は
記
録
簡
と
い
う
も
の
が
様
々
な
か
た
ち
で
利
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
最
古
級
の
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、



次
に
あ
げ
る
∞
、
∞
で
あ
る
。

∞
　
幸
巳
年
八
月
九
月
作
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
伊
珂
留
我
　
一
五

（
マ
マ
）

∞
　
脚
棚
三一分
既
段
御
支
□
三
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
珂
留
我
　
一
五

こ
れ
は
六
三
二
年
製
作
と
さ
れ
る
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
の
台
座
内
部
に
墨
書

さ
れ
た
も
の
で
あ
続
．
墨
書
は
仏
像
台
座
に
転
用
さ
れ
た
宮
殿
２
扉
の
部
材
に

書
か
れ
て
お
り
、
「幸
巳
年
」
は
六
二

一
年
に
あ
た
る
。
記
録
簡
的
な
墨
書
は

「留
保
分
七
段
」
と
し
て
続
け
て
そ
の
内
訳
を
列
記
し
て
お
り
、
七
世
紀
前
半

に
は
既
に
記
録
簡
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

記
録
簡
は
七
世
紀
の
比
較
的
は
や
い
時
期
か
ら
み
ら
れ
、
宮
室

・
寺
院
な
ど
の

幅
広
い
範
囲
に
お
い
て
、
様
々
な
業
務
内
容
に
応
じ
て
多
く
の
種
類
の
も
の
が

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

〓
一　
付

　

　

札

１
　
貢
進
物
付
札

今
度
は
貢
進
物
付
札
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
人
世
紀
の
も
の
に
関
し
て
は
今

泉
隆
雄

「貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
や
舘
野
和
己

「荷
札
木
簡
の

一
考
察
」
な

ど
の
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
七
世
紀
の
付
札
木
簡
に
関
す
る

研
究
は
八
世
紀
ほ
ど
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
、
同

「白
髪
部
五
十
戸
の
貢
進
物
付
札
時
な
ど
が
主
要
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
七
世
紀
の
貢
進
物
付
札
に
は
様
々
な
書
式
の
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
代
表

例
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。

130     0り

「
＜
白
髪
マ
五
十
戸
」

「
＜
破
十
日
　
　
　
」

「
＜
川
奈
五
十
戸
煮

一
籠
十
八
列
」

「
＜
二
□
□
口
□
　
　
　
　
　
　
」

「
＜
多
具
方
五
十
戸
」

「
＜
凡
人
□
□
　
　
」

「＜〓壺影評　鮮締畔］射中れ難二申『一　＜」

＜
湯
評
大
井
五
十
戸

＜
凡
人
マ
己
夫

〔知
夫
利
ヵ
〕

「
＜
□
□
□
評
由
羅
五
十
戸
＜

加
国
□
加
伊
□
同

国
　
」

〔雉
ヵ
〕

「
＜
□
□
評

耳
五
十
戸
土
師
安
倍
＜
」

〔三
方
〕

「
＜
元
耶
志
国
仲
評
中
里
布
奈
大
贄

一
斗
五
升
」

「
＜
旦
波
国
竹
野
評
鳥
取
里
大
贄
布
奈
＜
」

「
＜
己
亥
年
十
月
上
狭
国
阿
波
評
松
里

「
＜
科
野
国
伊
奈
評
〔醜
丸
贄
＜
」

「
＜
元
耶
志
国
薬
桔
梗
汁
斤
」

「
＜
　
　
奈
須
評
」
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佳91 佳81 4つ   律61 e51 とつ   431

飛
鳥
京
　
七
六
年
度

飛
鳥
京
　
九
二
年
度

飛
鳥
京
　
九
二
年
度

飛
鳥
京
　
九
二
年
度

藤
原
　
概
報

一
一

藤
原
　
年
報
九
七

藤
原
　
県
報
二
三

飛
鳥
京
　
九
二
年
度

藤
原
　
史
料
五
四
六

藤
原
　
県
報

一
一
五

藤
原
　
概
報
六

藤
原
　
概
報
九



。
「
＜
□
口
国

一
斗
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
鳥
京
　
九
二
年
度

⑩
　
「
＜
海
評
海
里
伊
加
廿
斤
＜
」
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
県
報
六

一

⑪
　
「美

ゝ
里
秦
稲
足
二
半
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
県
報

一
〇
三

付
札
の
日
付
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
氏
に
よ
り
、
七
世
紀
の
木
簡
は

金
石
文
と
同
様
に
冒
頭
に
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
に
入
る
と
大
宝

公
式
令
に
基
づ
い
て
日
付
は
す
べ
て
文
末
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
緬
¨
七
世
紀
の
文
書
木
簡
の
場
合
に
は
日
付
を
記
す
も

の
は
ま
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
貢
進
物
付
札
で
は
日
付
の
あ
る
も
の
が
比
較
的

多
く
、
み
な
冒
頭
に
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
後
掲
史
料
の
⑫
、
①
に
み
え
る
丁

丑
年
は
天
武
六
年

盆
ハ
七
七
）
に
あ
た
り
、
天
武
朝
前
半
段
階
に
は
付
札
の
年

紀
記
載
は
み
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

税
目
に
つ
い
て
は
、
藤
原
宮
跡
で
は

「調
」
の
記
載
の
あ
る
も
の
が
複
数
み

つ
か
っ
て
お
り
、
⑩
の
よ
う
に
飛
鳥
京
跡
上
層
遺
構
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

贄
木
簡
も
飛
鳥
京
、
藤
原
宮
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
表
記
は

「大
贄
」
に
統

一
さ
れ
て
い
る
の
が
七
世
紀
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
続
．
七
世

紀
の
貢
進
物
付
札
の
書
式
は
藤
原
宮
の
段
階
で
は

「年
月
日
十
地
名
十
人
名
十

品
目
十
量
目
」
と
い
う
の
が
基
本
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
項
目
が
書
か
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。

貢
進
物
付
札
木
簡
の
出
土
形
態
に
関
し
て
は
、
平
城
宮
木
簡
の
場
合
に
は
特

定
の
地
域
の
も
の
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
物
資
の
保

管

・
配
分
と
も
深
く
関
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
煽
）
七
世
紀
の
場
合
に

も
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
は
⑫
の
よ
う
に
伊
予
国
湯
評
の
貢
進
物
付
札
が
三
点
出
土

し
て
お
り
、
人
世
紀
と
同
様
の
物
品
管
理
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
。

２
　
貢
進
物
付
札
の
地
名
の
記
載

さ
て
、
貢
進
物
付
札
で
最
も
重
要
な
の
は
地
名
の
表
記
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

扱
っ
て
い
る
七
世
紀
は
律
令
国
家
の
形
成
期
、
地
方
行
政
制
度
が
確
立
さ
れ
る

過
程
の
途
中
の
時
期
に
あ
た
る
た
め
、
貢
進
地
名
の
書
式
も
流
動
的
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
付
札
の
記
載
様
式
の
変
遷
過
程
に
つ

い
て
は
、
木
簡
学
会
第

一
七
回
研
究
集
会
で
も
簡
単
に
報
告
し
た
が
、
飛
鳥
京

跡

一
三

一
次
調
査
で
の
木
簡
の
出
土
状
況
を
手
が
か
り
に
、
他
の
遺
跡
で
出
土

し
て
い
る
木
簡
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
推
測
を
た
て
煽
¨

一
三

一
次
調
査
の
本
簡
出
土
遺
構
は
、
伝
承
飛
鳥
板
蓋
宮
跡
と
飛
鳥
寺
の
中

間
地
域
を
東
か
ら
西
に
流
れ
る
直
線
状
の
石
組
み
溝
で
、
幅
約

一
ｍ
、
深
さ
約

一
・
五
ｍ
、
内
部
に
は
遺
物
を
含
ん
だ
砂
が
堆
積
し
て
い
た
が
、
断
面
を
観
察

す
る
と
堆
積
状
況
は
下
か
ら
順
に
水
流
に
伴
っ
て
埋
没
し
た
よ
う
で
、
攪
乱
さ

れ
た
様
子
は
な
い
。
溝
は
直
線
で
流
れ
方
も
特
に
乱
れ
は
な
く
、
木
簡
は
流
れ

に
沿
う
か
た
ち
で
出
土
し
た
。
し
た
が
っ
て
下
層
の
も
の
が
古
く
、
上
層
へ
行

く
に
つ
れ
て
埋
没
年
代
も
新
し
く
な
る
と
判
断
さ
れ
禰
．
埋
上
に
含
ま
れ
る
土

器
は
飛
鳥
Ⅳ
が
中
心
で
、
年
紀
を
記
す
木
簡
も
下
層
か
ら
は
丁
丑
年

全
ハ
七
七
）

の
も
の
、
上
層
か
ら
は
癸
巳
年

全
ハ
九
一影

の
も
の
が
出
土
し
て
お
り
、
浄
御

原
宮
の
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
溝
の
堆
積
土
の
う
ち
、
最
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下
層
か
ら
は

「
五
十
戸
」
を
記
し
た
付
札
が
、
中
層
か
ら
は

「評
十
二
十
戸
」

を
記
し
た
付
札
が
、
上
層
か
ら
は

「国
―
評
―
里
」
を
記
し
た
付
札
が
出
土
し

た
の
で
、
こ
れ
ら
の
表
記
を
別
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
と
併
せ
て
検
討
し
、

付
札
木
簡
の
地
名
の
基
本
的
な
表
記
が
Ｉ

「
五
十
戸
」
↓
Ⅱ

「評
十
五
十
戸
」

↓
Ⅲ

「国
―
評
―
里
」
と
変
遷
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
●
か
ら
⑭
は
飛

鳥

・
藤
原
出
上
の
主
な
付
札
木
簡
を
そ
の
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。

働
は
飛
鳥
京
跡
下
層
出
土
の
も
の
で
、
同
時
に
出
土
し
た

「大
花
下
」
の
木

簡
や
土
器
の
年
代
観
な
ど
か
ら
七
世
紀
第
３
四
半
期
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
い

表
側
は

「白
髪
部
五
十
戸
」
と
の
み
記
さ
れ
る
。
①
、
⑩
は
と
も
に
飛
鳥
京
跡

一
三

一
次
調
査
で
溝
の
底
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
天
武
朝
前

半
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
五
十
戸
名
の
み
を
記
し
て
い
る
。
⑩
は
同
じ
遺

構
の
中
層
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
、
評

・
五
十
戸
名
を
記
す
。
０
は
飛
鳥
池
出

土
の
も
の
、
②
は
藤
原
宮
内
先
行
条
坊
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
④
は
藤

原
宮
出
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
五
十
戸
と
表
記
し
た
付
札
は
藤
原
宮
内
で
は
今

の
と
こ
ろ
⑫
以
外
で
は
こ
の

一
点
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
と
同
じ
遺
構
か
ら

は
⑫
が
出
土
し
て
お
り
、
天
智
三
年

全
ハ
六
四
）
か
ら
天
武

一
四
年

全
ハ
八
五
）

に
か
け
て
施
行
さ
れ
た

「小
建
」
と
い
う
冠
位
が
み
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
何

ら
か
の
事
情
に
よ
り
若
干
古
い
時
期
の
も
の
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
か
ら
い
は
い
ず
れ
も
国
―
評
―
里
を
記
し
た
も
の
で
、
⑭
は
飛
鳥
京
跡

一
三

一
次
調
査
で
溝
の
上
層
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
原
官
内
先
行
条
坊
に

伴
う
運
河
Ｓ
Ｄ

一
九
〇

一
Ａ
出
土
木
簡
に

「癸
未
年
七
月
三
野
大
野
評
阿
漏

里
」
と
い
う
も
の
が
あ
崎
）
癸
未
年
は
天
武

一
二
年

全
ハ
△
じ

に
あ
た
る
。

こ
の
木
簡
は
里
の
初
見
史
料
で
、
こ
の
頃
に
Ⅱ
の
評
十
二
十
戸
か
ら
Ⅲ
の
国
―

評
―
里
の
書
式
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

付
札
木
簡
に
は
⑭
か
ら
側
の
よ
う
に
国
名
の
み
の
も
の
、
国

。
評
を
記
す
も

の
、
評
名
の
み
の
も
の
、
評

・
里
を
記
す
も
の
、
里
名
の
み
を
記
す
も
の
な
ど

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
Ⅱ
、
Ⅲ
の
基
本
的
書
式
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

貢
進
物
付
札
の
書
式
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

飛
鳥
池
遺
跡
で
最
近
出
上
し
た
も
の
に
⑫
、
①
が
あ
る
。

⑫

。
「
＜
丁
丑
年
十
二
月
三
野
国
刀
支
評
次
米
＜
」

。「＜熱妹腫冊炉槌
副削赫
　　　　　＜」
　
飛鳥池
　現説

①
　
「
＜
丁
丑
年
十
二
月
次
米
三
野
国
物
部
古
麻
里
」
飛
鳥
池
　
現
説

い
ず
れ
も
丁
丑
年
十
二
月
と
あ
り
、
天
武
六
年

全
ハ七
七
）
の
も
の
で
あ
る
。

国
名
を
記
載
し
た

一
次
史
料
と
し
て
は
最
古
の
も
の
に
な
り
、
⑫
は
表
に
国
―

評
、
裏
に
五
十
戸
と
記
し
て
い
る
。
五
十
戸
で
は
な
く

「
五
十
戸
造
」
と
あ
る

が
、
国
、
評
、
二
十
戸
を
同
時
に
記
載
し
た
史
料
と
し
て
は
唯

一
の
も
の
で
あ

る
。
①
も
右
側
三
分
の
一
は
久
け
て
い
る
が
、
同
時
期
の
同
国
か
ら
の
も
の
で

あ
り
、
同
様
に
評
名
、
五
十
戸
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
稀
ド

こ
れ
ら
の
木
簡
は

「
ス
キ
ノ
コ
メ
」
と
あ
り
通
常
の
貢
進
物
と
は
異
な
る
性

格
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
特
殊
な
事
例
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
国

・



評

・
五
十
戸
を
同
時
に
記
載
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
述
の
貢
進
物
付
札
の
三

つ
の
基
本
的
書
式
の
中
の
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
間
に
位
置
す
る
書
式
と
な
る
。
こ
の
書

式
の
評
価
は
今
後
の
史
料
の
増
加
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
木
簡
が
今
後
、

出
土
遺
跡
と
し
て
も
、
記
載
さ
れ
る
地
名
と
し
て
も
普
遍
的
に
出
土
す
る
か
ど

う
か
が
問
題
に
な
る
。
ま
た
こ
の
国
―
評
十
五
十
戸
の
書
式
が
特
殊
な
事
情
に

よ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
Ⅱ
の
評
十
五
十
戸
の
書
式
と
の
関
係
も
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
評
十
五
十
戸
の
書
式
が
国
十
評
十
五
十
戸

の
書
式
に
先
行
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
評
十
五
十
戸
の
書
式
は
国
―
評
十
五
十

戸
の
書
式
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
藤
原
宮
期
は
書
式
の
Ⅲ
に
属
す
る
が
、
藤
原
宮
木
簡
を
見
る
と
、
国

―
評
―
里
の
す
べ
て
を
記
す
も
の
は
意
外
と
多
く
な
く
、
む
し
ろ
評
―
里
を
記

載
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
付
脩
暗
こ
れ
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
行
な
わ
れ

た
Ｉ
の
評
十
二
十
戸
の
書
式
の
遺
制
と
も
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
評
十
五
十

戸
が
藤
原
宮
期
よ
り

一
段
階
前
の
書
式
の
主
流
で
あ
っ
て
、
Ⅲ
の
国
―
評
―
里

の
制
度
に
移
行
す
る
過
渡
的
な
段
階
に
お
け
る
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
国
―
評

十
五
十
戸
の
書
式
が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
憶
測
の
域

を
出
な
い
が
こ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
記
載
様
式
の
変
化
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
と
、
天
武
紀
に
は
地

方
行
政
に
関
す
る
様
々
な
記
事
が
見
え
、
こ
れ
ら
の
木
簡
の
作
成
さ
れ
た
七
世

紀
半
ば
の
建
評
に
続
く
地
方
行
政
制
度
が
整
備
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
記
載
様
式
の
変
化
は
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
国

・

評
な
ど
行
政
組
織
の
整
備
と
、
そ
れ
に
伴
う
収
取
形
態
の
変
化
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

３
　
物
品
付
札

そ
れ
で
は
、
今
度
は
宮
都
内
で
作
成

・
利
用
さ
れ
た
物
品
付
札
に
つ
い
て
で

あ
る
。
物
品
付
札
は
い
ず
れ
も
記
入
内
容
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
た
め
、
全
体

に
貢
進
物
付
札
よ
り
も
や
や
小
さ
め
で
、
五
釦
か
ら

一
二
伽
前
後
、
長
く
て
も

だ
い
た
い
一
五
伽
程
度
で
あ
る
。

⑭
　
「
＜
大
花
下
」

ω
　
「
＜
小
山
上
」

∽
　
「□
小
乙
下
階
」

団
　
「
＜
須
弥
酒
」

①
　
「
＜
麦
門
冬
三
合
」

⑩
　
「
＜
署
預
二
升
半
」

⑩
　
「
＜
十
斤
」

①

。
「
＜
大
マ
浴
虎
□
」

。
「
＜
　
『上
』
　
」

∽
。
「
＜
大
マ
阿
西
利

。
「
＜
　
『上
』

∞
。「＜錦
マロ
ロ〔酌
梵

・
「
＜
　

『中
』
　

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
鳥
京
跡
二
　
一二

こ
れ
ら
は
物
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
り
す
る
た
め
に
物
品
に
く
く
り
つ
け

飛
鳥
京
　
七
六
年
度

飛
鳥
京
　
七
六
年
度

飛
鳥
京
　
七
六
年
度

飛
鳥
京
跡
二
　

一
〓
一

藤
原
　
県
報
六
五

藤
原
　
県
報
六
六

藤
原
　
概
報

一

飛
鳥
京
跡
二
　

一

飛
鳥
京
跡
二
　
人



七世紀の宮都木簡

ら
れ
た
札
で
、
飛
鳥

・
藤
原
出
土
の
も
の
で
は
薬
物
、
酒
な
ど
の
物
品
名
を
記

載
す
る
も
の

（働
、
①
、
⑬
）、
数
量
を
記
載
す
る
も
の

（⑩
は
坂
田
寺
出
上
の
も

の
で
七
世
紀
前
半
の
木
簡
で
あ
る
）、
用
途
は
不
明
で
あ
る
が
冠
位
を
記
載
し
た
も

の

（⑭
か
ら
働
）
が
あ
る
。
ま
た
①
か
ら
①
の
よ
う
に
、
何
の
た
め
に
用
い
ら

れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
付
札
の
表
側
に
人
名
を
記
載
し
、
裏
側
に
別

筆
で
上
々
・
上

。
中
な
ど
の
等
級
を
書
き
込
ん
だ
も
の
が
飛
鳥
京
跡
上
層
遺
構

（現
在
伝
承
飛
鳥
板
蓋
宮
跡
と
し
て
復
原
さ
れ
て
い
る
方
形
井
戸
か
ら
北
へ
の
び
る
溝

Ｓ
Ｄ
五
九
〇
五
）
か
ら
出
上
し
て
い
る
。

四

　

そ

他

そ
の
他
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
習
書
に
関
し
て
は
、
論
語
を
記
し
た
も
の
や

漢
籍
の

一
部
と
思
わ
れ
る
も
の
、
歌
を
詠
ん
だ
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
七
世

紀
の
も
の
で
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
点
に
、
人
物
戯
画
の
も
の
が
比
較
的
よ
く
み

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
冠
を
着
け
た
役
人
や
、
髭
面
の
ペ
ル
シ
ャ
人
風
の
も
の

な
ど
が
藤
原
宮
や
京
内
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

「大
津
皇
子
」
の
記
載
で
知
ら
れ
る
多
量
の
木
簡
は
飛
鳥
京
跡

一
〇
四
次
調

査
出
土
の
木
簡
削
片
で
、
宮
域
東
外
郭
を
限
る
南
北
溝
の
東
隣
か
ら
出
上
し
た
。

木
簡
の
出
土
し
た
土
坑
は
層
位
的
に
南
北
溝
よ
り
も
古
い
よ
う
で
あ
る
が
、
飛

鳥
京
跡
上
層
遺
構
と
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か

ら
主
な
も
の
を
次
に
列
挙
し
て
お
く
。

⑫
　
舎
人
宿
侍

④
　
阿
直
史
友
足

側
　
観
世
音

こ
の
一
〇
四
次
調
査
で
は
合
計

一
〇
八
二
点
出
土
し
た
が
、
す
べ
て
が
削
片

で
あ
っ
た
。
削
片
の
中
に
は
幸
巳
年
と
記
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
、

遺
構
の
状
況
や
そ
の
他
の
木
簡
の
内
容
か
ら
み
て
、
幸
巳
年
は
天
武

一
〇
年

全
ハ
八
一
）
に
該
当
し
、
木
簡
の
廃
棄
も
こ
の
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
の

内
容
は
、
伊
勢
国
な
ど
の
国
名
や
、
大
津
皇
子
な
ど
の
人
名
が
み
え
、
日
本
書

紀
の
天
武
紀
の
記
事
と

一
致
す
る
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
浄
御
原
宮
付
属
の
史

料
編
纂
所
と
も
い
う
べ
き
役
所
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
続
ド

1711 1701 1691 160 16り  1661 1651 160

「幸
巳
年

「大
乙
下

大
津
皇

太
来
「大
友

「伊
勢
国

近
淡

〔尾
張
力
〕

□
□



お

わ

り

に

以
上
、七
世
紀
の
宮
都
木
簡
を
通
覧
し
て
き
た
が
、文
書
木
簡
の
と
こ
ろ
で
は
、

前
白
木
簡
や
文
書
様
式
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
付
札
の
と
こ
ろ
で
は
貢

進
物
付
札
の
地
名
の
表
記
の
問
題
を
主
に
と
ヶ
あ
げ
た
。
七
世
紀
の
貢
進
物
付

札
や
記
録
簡
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
な
が
ら
人
世
紀
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
に

対
し
て
、文
書
木
簡
は
七
世
紀
と
人
世
紀
と
で
は
様
式
が
異
な
る
ほ
か
、文
書
様

式
に
対
す
る
概
念
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
さ
ら
に
政
務
上

で
の
文
書
木
簡
の
処
理
の
違
い
も
推
測
さ
れ
、
あ
る
種
の
断
絶
が
感
じ
ら
れ
る
。

人
世
紀
の
膨
大
な
文
書
行
政
は
七
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
も
の
を
基
盤
と
し
て
成

立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
木
簡
で
も
文
書
と
記
録

・
付
札
と
で
七

世
紀
か
ら
人
世
紀
へ
の
移
行
の
仕
方
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

文
書
も
付
札
も
役
割
を
果
た
し
た
あ
と
は
最
終
的
に
廃
棄
さ
れ
る
が
、
最
後

に
廃
棄
処
分
の
問
題
に
つ
い
て
若
子
の
考
え
を
述
べ
て
終
わ
り
に
し
た
い
。
藤

原
宮
出
上
の
木
簡
、
特
に
文
書
木
簡
な
ど
は
完
形
で
出
土
す
る
も
の
は
あ
ま
り

み
ら
れ
な
い
。
多
く
の
も
の
は
折
る
、
割
る
な
ど
何
ら
か
の
処
理
が
な
さ
れ
、

木
簡
の
左
右
が
ワ
レ
、
あ
る
い
は
左
欠
、
右
欠
な
ど
と
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に

上
端
ま
た
は
下
端
が
オ
レ
、
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
こ
れ

は
、
地
方
出
土
の
木
簡
で
は
人
世
紀
で
も
な
お
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
臨
）
木

簡
を
縦
に
三
分
割
、
三
分
割
し
た
後
に
、
さ
ら
に
へ
し
折
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
廃
棄
法
は
文
書
木
簡
で
は
多
く
見
ら
れ
、
付

札
の
場
合
、　
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
完
形
の
ま
ま
廃
棄
さ
れ
る
も

の
も
多
い
が
、
貢
進
物
付
札
で
あ
っ
て
も
三
分
割
、
三
分
割
し
て
捨
て
ら
れ
た

も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
④
、
側

は
半
裁
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
⑫
は
分
離
し
て
い
な
い
が
上
半
は
三
分
割
さ
れ
て

お
り
、
⑭
は
三
分
割
さ
れ
た
左
三
分
の
二
が
出
上
し
て
い
続
．
文
書
木
簡
に
つ

い
て
も
平
城
宮
木
簡
に
比
べ
て
藤
原
宮
木
簡
で
は
、
完
形
の
も
の
が
少
な
い
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
時
代
の
違
い
の
ほ
か
に
、
授
受
後
の
木
簡
の

取
り
扱
い
の
違
い
な
ど
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
木
簡
の
用
途
と
廃
棄

の
仕
方
と
の
間
に
も
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
。

七
世
紀
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
中
国

・
朝
鮮
半
島
の
史
料
と
の
比
較
や
書
風
、

形
状
、
寸
法
な
ど
な
お
論
じ
る
べ
き
点
も
多
い
が
、
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
木
簡
の
実
物
史
料
を
扱
う
立
場
に
あ
る
も
の
に
と
っ
て
即
物
的
な
問

題
こ
そ
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他

日
を
期
し
た
い
。
本
稿
で
は
憶
測
に
憶
測
を
重
ね
た
部
分
も
多
い
た
め
、
今
後

も
七
世
紀
の
宮
都
木
簡
に
つ
い
て
新
出
史
料
を
加
え
つ
つ
さ
ら
に
検
討
を
重
ね

た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
今
回
は
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
筆
を
欄
く
こ
と
と
す
る
。

註（１
）

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
令
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』、　
一
九
八
八
年
一
月
、

塙
書
房
）。



（
２
）

岸
俊
男

「白
髪
部
五
十
戸
の
貢
進
物
付
札
」
翁
日
本
古
代
文
物
の
研
究
ｂ
。

（
３
）

早
川
庄
八

「公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
３
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
、　
一

九
九
七
年
五
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

（
４
）

東
野
治
之

「木
簡
に
現
れ
た

『某
の
前
に
申
す
』
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い

て
」
令
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
、　
一
九
八
三
年
三
月
、
塙
書
房
）
。

（
５
）

小
澤
毅

「伝
承
板
蓋
宮
跡
の
発
掘
と
飛
鳥
の
諸
官
」
翁
橿
原
考
古
学
研
究
所
論

集
』
第
九
、　
一
九
八
八
年

一
〇
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

（
６
）

Ⅲ
期
の
遺
構
は
さ
ら
に
Ａ

・
Ｂ
二
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
Ａ
期
は
内
郭
と
呼
ば

れ
る
区
画
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
後
岡
本
宮
に
比
定
さ
れ
る
。
Ｂ
期
は
Ａ
期
の

遺
構
に
加
え
て
そ
の
南
東
に
エ
ビ
ノ
コ
郭
と
呼
ば
れ
る
区
画
を
新
た
に
設
け
た
も

の
で
、
浄
御
原
宮
に
比
定
さ
れ
る
。
小
澤
毅
註
（
５
）前
掲
論
文
参
照
。

（
７
）

橘
寺
近
辺
に
お
い
て
多
量
の
木
簡
が
出
上
し
た
と
の
情
報
を
得
て
い
る
が
、
内

容
が
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
８
）

史
料
の
出
典
に
つ
い
て
は
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
略
称
に
従
う
。

藤
原
史
料
―
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
宮
木
簡
』

一
・
三

藤
原
県
報
―
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
』

藤
原
県
概
―
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』

藤
原
概
報
―
奈
良
日
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概

報
』

藤
原
年
報
―
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』

飛
鳥
京
―
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

「飛
鳥
京
跡
発
掘
調
査
概
報
」
令
奈
良

県
遺
跡
調
査
概
報
』
所
収
）

飛
鳥
京
跡
―
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

『飛
鳥
京
跡
』

飛
鳥
池
資
料
―
奈
良
回
立
文
化
財
研
究
所

「飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
調
査
出
土
木
簡

に
つ
い
て
」
、
第

一
九
回
木
簡
学
会
研
究
集
会
資
料

「
一
九
九
七

年
全
国
出
土
の
木
簡
」

明
日
香
風
―
飛
鳥
保
存
財
回

『季
刊
明
日
香
風
』

伊
珂
留
我
―
法
隆
寺

『伊
珂
留
我
　
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
概
報
』

（
９
）

彼
は
続
日
本
紀
に
も
登
場
し
、
和
銅
元
年

（七
〇
六
）
に
正
六
位
下
よ
り
従
五

位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
翌
年
三
月
に
は
造
雑
物
法
用
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
み
え

る
。
木
簡
作
成
時
点
で
正
六
位
下
で
あ
る
な
ら
ば
、
弾
正
台
少
忠
と
推
測
さ
れ
る
。

（
１０
）

典
薬
寮
の
長
官
と
す
れ
ば
従
五
位
下
に
相
当
し
、
笠
吉
麻
呂
よ
り
位
階
が
や
や

上
級
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
Ｈ
）

「藤
原
宮
木
簡
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
宮

木
簡

一
』
解
説
付
章
）。

（
・２
）
　

『令
義
解
』
公
式
令
１０
解
式
。

（
・３
）

早
川
庄
八
註
（
３
）前
掲
論
文
。

（
・４
）

東
野
治
之
註
（
４
）前
掲
論
文
。

（
・５
）

例
え
ば
長
屋
王
家
木
簡
の
場
合
に
は
、
文
書
木
簡
の
大
半
に
は
穿
孔
が
み
ら
れ
、

ま
た
日
付
も
連
続
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
目
的
で
文
書
が

一
定

期
間
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
・６
）

不
要
と
な
っ
た
木
簡
を
そ
の
都
度
廃
棄
す
る
場
合
と
、
あ
る
程
度
蓄
積
さ
れ
た

も
の
を

一
括
し
て
廃
棄
す
る
場
合
と
で
は
当
然
個
々
の
木
簡
に
対
す
る
処
分
の
仕

方
は
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

（
・７
）

鬼
頭
清
明

「召
文
木
簡
に
つ
い
て
」
３
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』
、　
一
九
九

三
年
二
月
、
塙
書
房
）
。

（
・８
）

東
野
治
之

「長
屋
王
家
木
簡
の
文
体
と
用
語
」
令
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
、

一
九
九
六
年

一
二
月
、
塙
書
房
）
。

（
・９
）

岸
俊
男

「宣
命
簡
」
翁
日
本
古
代
文
物
の
研
究
し

（
２０
）

塞
職
＝
セ
キ
ノ
ツ
カ
サ
＝
関
司
の
呼
称
は
関
市
令
な
ど
大
宝
令
に
も
み
ら
れ
、

こ
の
用
語
の
み
で
は
七
世
紀
と
も
八
世
紀
と
も
判
断
で
き
な
い
。

（
２．
）

こ
の
木
簡
に
関
し
て
、
岸
俊
男
氏
は
大
宝
令
施
行
以
前
と
す
る
が

（岸
俊
男
註

（
１
）前
掲
論
文
）
、
早
川
庄
八
氏
は
大
宝
令
以
後
の
も
の
と
す
る

（早
川
庄
八
註

（
３
）
前
掲
論
文
）
。
早
川
氏
の
言
う
よ
う
に

「主
菓
餅
」
と
い
う
官
司
名
の
表
記
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に
は
新
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
八
世
紀
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
２２
）

こ
の
木
簡
の
出
土
遺
構
は
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
と
呼
ば
れ
る
、
内
裏
外
郭
東
側
を
南
か

ら
北
へ
流
れ
る
溝
で
、
出
土
遺
物
の
年
代
も
や
は
り
七

・
八
世
紀
の
両
方
に
ま
た

が
る
。
こ
の
溝
は
大
宝
律
令
完
成
後
ま
も
な
く
埋
め
ら
れ
、
東
側
の
Ｓ
Ｄ

一
〇

一

が
新
た
に
掘
削
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
２３
）

藤
原
概
報
六

（
２４
）

春
名
宏
昭

「律
令
官
制
の
内
部
構
造
―
八
省
体
制
の
成
立
―
」
令
律
令
国
家
官

制
の
研
究
』
、　
一
九
九
七
年
七
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

（
２５
）

こ
の
墨
書
は
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
舘
野
和
己
氏

に
よ
る
報
告
が
あ
る
。
舘
野
和
己

「釈
迦
三
尊
像
台
座
か
ら
新
発
見
の
墨
書
銘
」

Ｓ
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
概
報
　
伊
珂
留
我
』

一
五
、　
一
九
九
四
年
四
月
、

小
学
館
）
。

（
２６
）

今
泉
隆
雄

「貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
令
古
代
木
簡
の
研
究
』
、　
一
九
九
八
年

三
月
、
吉
川
弘
文
館
）
。

（
２７
）

舘
野
和
己

「荷
札
木
簡
の

一
考
察
」
（奈
良
古
代
史
談
話
会
編

『奈
良
古
代
史

論
集
』
第

一
集
、　
一
九
八
五
年
五
月
、
真
陽
社
）
。

（
２８
）

岸
俊
男
註
（
１
）前
掲
論
文
。

（
２９
）

岸
俊
男
註
（
２
）前
掲
論
文
。

（
３０
）

岸
俊
男
註
（
１
）
前
掲
論
文
。

（
３．
）

鬼
頭
清
明

「贄
貢
進
荷
札
の
分
析
」
令
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
し
。

（
３２
）

舘
野
和
己
註
（
２７
）前
掲
論
文
。

（
３３
）

和
田
率

・
鶴
見
泰
寿

「飛
鳥
京
跡

一
三

一
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
」
（奈

良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編

『奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
』

一
九
九
五
年
度
、　
一

九
九
六
年
三
月
）
、
拙
稿

「
『
五
十
戸
』
記
載
の
貢
進
物
付
札
」
（未
発
表
）
。

（
３４
）

こ
う
し
た
埋
没
状
況
は
、
例
え
ば
平
城
宮
第
二
次
朝
堂
院
外
郭
東
限
の
玉
石
組

み
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
は
最
下
層
で
天
平
年
間
、
中
層
付
近
で
天
平
勝
宝

・
宝
字

頃
、
最
上
層
で
延
暦
年
間
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
宮
内
の
大
溝
に
お
い
て
は

数
十
年
に
わ
た
る
堆
積
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
木
簡
一
睡

解
説
）
。

（
３５
）

藤
原
史
料
五
四
四
。

（
３６
）

働
は
三
野
国
刀
支
評
ま
で
を
続
け
て
記
す
が
、
そ
の
次
に
は
五
十
戸
名
で
は
な

く

「次
米
」
と
品
目
を
記
載
し
て
お
り
、
ウ
ラ
面
冒
頭
の
五
十
戸
は

「恵
奈
五
十

戸
造
阿
利
麻
」
と
し
て
人
名
と
も
解
さ
れ
、
必
ず
し
も
国
―
評
Ｉ
五
十
戸
の
史
料

と
は
い
え
な
い
。
①
に
つ
い
て
も

一
般
の
貢
進
物
付
札
の
書
式
と
は
異
な
り
、
年

月
の
次
に

「次
米
」
と
品
目
を
記
し
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

（
３７
）

岸
俊
男

「
日
本
に
お
け
る

『京
』
の
成
立
」
３
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』

一
九

人
八
年

一
一
月
、
岩
波
書
店
）
。

（
３８
）

亀
田
博

。
和
田
率

「奈
良

・
飛
鳥
京
跡
」
（本
誌
第

一
二
号
）
、
岸
俊
男

「飛
鳥

出
上
の
木
簡
削
片
」
（飛
鳥
保
存
財
回

『季
刊
明
日
香
風
』

一
七
号
、　
一
九
八
六

年

一
月
）
、
岸
俊
男

「最
近
発
見
の
飛
鳥
木
簡
に
つ
い
て
」
（橿
原
考
古
学
研
究
所

友
史
会

『
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
考
古
学
』
、　
一
九
八
七
年
三
月
）
。

（
３９
）

例
え
ば
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
郡
符
木
簡
な
ど
。

（
４０
）

飛
鳥
池
遺
跡

（飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
調
査
）
出
土
木
簡
の
観
察
に
つ
い
て
は
奈

良
日
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部
寺
崎
保
広
氏
に
機
会
を
与
え

て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

〔追
記
〕

（
１
）

⑪
と
し
て
引
用
し
た
木
簡
の
右
三
分
の

一
の
接
続
片
が
存
在
し
、
「加
ホ
評

久
々
利
五
十
戸
人
」
と
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『飛
鳥

・

藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
〓
二
、
一
九
九
八
年
九
月
）
。
や
は
り
国
―
評
―

五
十
戸
の
史
料
で
あ
る
が
、
問
題
を
多
く
含
む
木
簡
で
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
２
）

本
稿
提
出
後
、
早
川
庄
八
先
生
が
逝
去
さ
れ
た

（
一
〇
月

一
〇
日
）
。
本
文
中

に
も
引
用
し
て
い
る
様
に
、
早
川
先
生
は
木
簡
研
究
の
推
進
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ

た
。
個
人
的
に
も
色
々
と
指
導
を
受
け
た
が
、
先
生
の
逝
去
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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飛鳥京跡

藤原宮跡

藤原京左京六条三坊

藤原京左京七条一坊

藤原京左京九条三坊

藤原京左京十一条三坊

藤原京右京一条一坊

藤原京右京五条四坊

藤原京右京七条一坊

藤原京右京七条二坊

藤原京右京七条四坊

藤原京右京九条四坊

藤原京条坊関連遺跡

四条遺跡

山田道

飛′島池遺跡

坂田寺跡

紀寺跡

橘寺

紀寺跡

山田寺跡

阿倍六ノ坪遺跡

上之宮遺跡

定林寺北方遺跡

7世紀後半～ 7世紀末
7世紀末～ 8世紀初頭

7世紀末～ 8世紀
7世紀末～ 8世紀初頭

飛鳥時代

7世紀後半～ 8世紀前半
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀～13世紀
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀～10世紀
7世紀末～8世紀初頭
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀後半～ 8世紀前半
7世紀末～ 8世紀前半
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀前半～ 8世紀前半
7世紀末～ 8世紀初頭
7世紀末～ 8世紀中頃
7世紀後半～ 8世紀初頭
7世紀前半～平安時代
7世紀後半

6世紀末～ 7世紀初頭
7世紀後半～ 8世紀初頭

橿原考古学研究所

奈良県教育委員会

奈良目立文化財研究所

奈良国立文化財研究所  本誌第 9。 10号
橿原市教育委員会   本誌第17号
明日香村教育委員会  本誌第10号
奈良日立文化財研究所  本誌第14。 17。 18号
奈良目立文化財研究所  本誌第14号
橿原市教育委員会   本誌第15号
奈良目立文化財研究所  本誌第12,14・ 18号
橿原市教育委員会   本誌第13号
奈良国立文化財研究所  本誌第■号
橿原市教育委員会   本誌第16号
橿原考古学研究所   本誌第 2号
橿原考古学研究所   本誌第14号
奈良目立文化財研究所  本誌第13号
奈良国立文化財研究所

奈良国立文化財研究所

橿原考古学研究所   本誌第 2号
奈良国立文化財研究所  本誌第 9号
奈良国立文化財研究所  本誌第10号
奈良国立文化財研究所  本誌第12号
橿原考古学研究所   本誌第 5号
桜井市教育委員会   本誌第12号
明日香村教育委員会  本誌第16号

(上の一覧表には7世紀の宮都木簡出土遺跡に関するもののみについて掲げた。出典の記載のないものに
ついては本文参照。なお、飛鳥京跡出上の木簡については出典が多岐にわたっているので、ここにあらた
めて記しておく。10次 =『飛鳥京跡 二』、28・ 32次 =本誌第13号、51次 =『奈良県遺跡調査概報 1976年
度』、104次 =本誌第12号および『明日香風 17』、■1次 =『奈良県遺跡調査概報 1987年度』、129次 =本誌
第16号、131次 =本誌第18号および『奈良県遺跡調査概報 1995年度』)


